
松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

 

（下線部は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

（共用部分の取扱い） （共用部分の取扱い） 

第２条 当該建築物に特定用途及び非特定用途の共

用に供されるべき階段、機械室その他の建築物の

部分（以下「共用部分」という。）がある場合に

おける条例第４条の表に規定する特定用途に供す

る部分の床面積及び非特定用途に供する部分の床

面積（以下「各用途の床面積」という。）の算定

については、当該建築物の共用部分の床面積を、

各用途の床面積の当該建築物における延べ面積

（駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。）

に対する割合で按分し、それぞれ各用途の床面積

に加算するものとする。 

第２条 当該建築物に特定用途（共同住宅を除く。）

並びに共同住宅及び非特定用途の共用に供される

べき階段、機械室その他の建築物の部分（以下「共

用部分」という。）がある場合における条例第４

条の表に規定する特定用途（共同住宅を除く。）

に供する部分の床面積並びに共同住宅及び非特定

用途に供する部分の床面積（以下「各用途の床面

積」という。）の算定については、当該建築物の

共用部分の床面積を、各用途の床面積の当該建築

物における延べ面積（駐車施設の用途に供する部

分の床面積を除く。）に対する割合で按分し、そ

れぞれ各用途の床面積に加算するものとする。 

  

 第１号様式中「正」を削り、「（あて先）」を「（宛先）」に、 

「 

用 途 別 床 面 積 
特定用途 

非特定 

用途 
合計 特定用途 

非特定 

用途 
合計 

m2 m2 m2 m2 m2 m2 

」を 

 

「 

用 途 別 床 面 積 

特定用途 

（共同住 

宅を除 

く。） 

共同住 

宅及び 

非特定 

用途 

合計 

特定用途 

（共同住 

宅を除 

く。） 

共同住 

宅及び 

非特定 

用途 

合計 

m2 m2 m2 m2 m2 m2 

」に

改める。 

 第２号様式中「副」を削り、 

「 

用 途 別 床 面 積 
特定用 

途 

非特定 

用途 
合計 

特定用 

途 

非特定 

用途 
合計 



m2 m2 m2 m2 m2 m2 

 

」を 

「 

用 途 別 床 面 積 

特定用 

途（共 

同住宅 

を除 

く。） 

共同住 

宅及び 

非特定 

用途 

合計 

特定用 

途（共 

同住宅 

を除 

く。） 

共同住 

宅及び 

非特定 

用途 

合計 

m2 m2 m2 m2 m2 m2 

」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に新築、増築又は用途変更の工事中の建築物における駐車施設については、こ

の規則による改正後の松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 


